
件数手術名
頭蓋内腫瘤摘出手術等
黄斑下手術等
鼓室形成手術等
肺悪性腫瘍手術等
経皮的カテーテル心筋焼灼術

23 件
474 件
6 件
95 件
171 件

件数手術名
靭帯断裂形成手術等
水頭症手術等
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等
尿道形成手術等
角膜移植術
肝切除術等
子宮附属器悪性腫瘍手術等

28 件
36 件
5 件
59 件
0 件
51 件
10 件

件数手術名
上顎骨形成術等
上顎骨悪性腫瘍手術等
バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）
母指化手術等
内反足手術等
食道切除再建術等
同種死体腎移植術等

6 件
0 件
0 件
1 件
0 件
0 件
2 件

件数手術名

491 件

※上記以外の文書料は医事課までお問い合せください。

診断書（当院）

簡易保険診断書
生命保険診断書
がん保険診断書
全労済診断書
全共済金診断書
厚生年金診断書
障害年金診断書
身体障害者診断書
特定疾患診断書
特別児童扶養手当認定診断書
特別児童扶養手当認定診断書（極複雑）
入院・退院・通院証明書
妊娠証明書
出生届（役所提出用）
出産手当金証明書
出産育児一時金支給申請書
出産準備金請求書
死亡診断書（戸籍・検案）
死亡診断書（原本照合）
領収証明書
B型肝炎医療照会書
肝炎助成診断書
精神障害者保健福祉手帳用診断書
本人希望の（CT・MRI等）CD焼付料

3,300円
診断書（当院・英文） 5,500円

6,600円
6,600円
6,600円
6,600円
6,600円
6,600円
6,600円

6,600円

6,600円

5,500円
3,300円

3,300円
3,300円
3,300円

3,300円

3,300円

2,200円

2,200円
2,200円

5,500円
2,200円

5,500円

5,500円
5,500円

文書（診断書）料金(税込）

保険外負担

初診・再診に係る費用について
健康保険法により、他の保険医療機関等か
らの紹介状をお持ちでない患者さんにつき
ましては、医療費とは別に以下の選定療養
費をご負担いただきます。
［初診時］7,700円
［再診時］3,300円

保険外負担

分娩費用

その他

1日につき 2,785円（税込）

500,000円

厚生労働大臣が定める状態にある患者さん
を除いて、特別料金が必要となります。

衛生材料などの治療（看護）行為、及びそれ
に密接に関連したサービス・物・施設管理費
など曖昧な名目での費用徴収はいたしません。

診療録（カルテ）開示について

入院期間が180日を超える入院の取扱について

・患者本人
・法定代理人
・委任状を受けた代理人
費用について（税込）
診療録（カルテ）開示基本料　　　　　1件 5,000円　
エックス線写真等の複写費用について　1件 5,000円　

開示を求めることができる方

区分1に分類される手術

区分2に分類される手術

区分3に分類される手術

その他の手術

区分4に分類される手術

医科保険手術実績一覧

先進医療実施状況
歯科保険手術実績一覧

人工関節置換術
乳児外科施設基準対象手術（1歳未満）
ペースメーカー移植手術及びペースメーカー交換術
冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用
　  しないものを含む）及び体外循環を要する手術
経皮的冠動脈形成術
　急性心筋梗塞に対するもの
　不安定狭心症に対するもの
　その他のもの
経皮的冠動脈粥腫切除術
経皮的冠動脈ステント留置術
　急性心筋梗塞に対するもの
　不安定狭心症に対するもの
　その他のもの

283 件
0 件
0 件

55 件

9 件
4 件
40 件
0 件

28 件
17 件
124 件

反復経頭蓋磁気刺激療法うつ病
（急性期において当該療法が実施された患者
　に係るものであって、薬物療法に抵抗性を
　有するものに限る。）

特別室（１床）
個室A （２２床）

55,000円
22,000円

特別の療養環境の提供（室料差額／1日）(税込）
6B/
4A/
4B/

5A/
 

5B/
6A/
6B/

603
404・412
403・409・４１０・412
413・414・415・416
504・505・５09
510・513
509・510・５１４
611・614
613・614

個室B （5床）

個室C （2床）
4人室 （192床）

  8,800円

  5,５00円
  3,520円

5S/
6S/
6N/
4A/
 

4B/

5A/
 

5B/

6A/

個室B ）床1（ 11,000円6S/ 614
509・510・５１3・514

01・10
611

403・405・４06・407
408・409・410・411
404・405・４06・407
408・411
506・507・508・511
512・514・515・516
504・505・506・507
508・511・512・513
604・605・606・607
608・609・610・612
613

6B/ 604・605・606・607
608・609・610・61１
612

[2焦点レンズを用いた場合］金  額：270,000円
[3焦点レンズを用いた場合］金  額：300,000円

多焦点眼内レンズを使用する水晶体再建術
を受けられる場合、医療費とは別に以下の
選定療養費をご負担いただきます。

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術


